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(57)【要約】
【課題】他の粘着物性に悪影響を及ぼすことなく簡便な設備および処理で十分な離型性を
得ることができる表面保護フィルムの製造方法を提供することを目的とする。
【解決手段】離型剤による離型処理の施されていない基材層と粘着剤層とが積層された表
面保護フィルムの粘着剤層表面に、コロナ放電処理またはプラズマ放電処理を施した後、
前記粘着剤層が前記基材層の背面に直接接するように前記表面保護フィルムを巻き取るこ
とを特徴とする表面保護フィルムの製造方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　離型剤による離型処理の施されていない基材層と粘着剤層とが積層された表面保護フィ
ルムの粘着剤層表面に、コロナ放電処理またはプラズマ放電処理を施した後、前記粘着剤
層が前記基材層の背面に直接接するように前記表面保護フィルムをロール状に巻き取るこ
とを特徴とする表面保護フィルムの製造方法。
【請求項２】
　基材層と粘着剤層とが共押出されて積層されたものである請求項１の表面保護フィルム
の製造方法。
【請求項３】
　基材層がポリオレフィンからなる請求項１又は２の表面保護フィルムの製造方法。
【請求項４】
　粘着剤がスチレン系エラストマーからなる請求項１～３のいずれか１つの表面保護フィ
ルムの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロール状に巻き取られた表面保護フィルムの製造方法に関し、より詳細には
、主として共押出によって製造する表面保護フィルムの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、光学デバイス、金属板、塗装鋼板、樹脂板、ガラス板等の種々の物品や部材
を、運搬、加工又は養生する際に、これらの表面への汚れの付着や表面の傷つきを防止す
るために表面保護フィルムが用いられている。
【０００３】
　この種の表面保護フィルムは、例えば、合成樹脂等からなる基材層に、エラストマー等
を含む粘着剤溶液を塗布したり、基材層と粘着剤層とを共押出するなどして製造された積
層構造を有している。
　特に、近年、液晶ディスプレイ用の光学部材に使用されている表面保護フィルムは、プ
リズムシートや拡散フィルムなど表面が凹凸形状になっている光学部材に貼り付ける場合
、接触面積が稼げないために、粘着力の強い粘着剤層が要求されている。
【０００４】
　一般に、表面保護フィルムは、例えば、長尺状のフィルムをロール状に巻回した巻回体
として工業的に製造されている。このような巻回体とした表面保護フィルムでは、巻回体
を展開する際に、外層の表面保護フィルムを内層の表面保護フィルムから容易に剥離する
ことができる、すなわち巻回体の巻戻しを容易にできることが強く求められている。とこ
ろが強粘着力を有する粘着剤層は、巻き内側の表面保護フィルムの基材層の背面（基材層
の粘着剤層積層側に対する反対面、以下同じ）に対しても強く接着するため、このような
表面保護フィルムの基材層の背面には、通常よりも高い離型性を発揮する離型処理が必要
になる。
【０００５】
　これに対して従来から、離型処理された表面保護フィルムとして、ポリオレフィン系樹
脂からなる基材層と、粘着剤層とが積層され、基材層の背面が固体によって摩擦処理され
ている表面保護フィルムが提案されている（例えば、特許文献１）。
　また、基材層と粘着剤層とが共押出された後、長鎖アルキル系離型剤が基材層背面に塗
布されている表面保護フィルムが提案されている（例えば、特許文献２）。
　さらに、基材上に離型性材料が添加された熱可塑性樹脂層を形成した離型性積層フィル
ムが提案されている（例えば、特許文献３）。
　一方、塗工形成した粘着剤層の貼着すべき面にコロナ放電処理又はプラズマ処理を行っ
て、この処理面の粘着力を向上させる粘着力改良方法が提案されている（例えば、特許文
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献４）。
【特許文献１】特開平２－２５２７７７号公報
【特許文献２】特開２００３－４１２１６号公報
【特許文献３】特公昭６０－５６２８号公報
【特許文献４】特開平７－１７３４４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１では、基材層の背面が固体によって摩擦処理されており、この摩擦処理はイ
ンラインで比較的簡便に行うことができる。しかし、基材層を構成する素材により摩擦処
理の効果に差がでることがあり、摩擦処理をするのみでは、強粘着力を有する表面保護フ
ィルムまたは表面保護フィルムに対して巻き戻しが困難になり、巻き戻し時にフィルムの
変形などの不具合が起きることがあった。
【０００７】
　また、特許文献２の離型剤を用いた場合には、比較的高い離型性を得られるが、溶剤を
乾燥させる際にフィルムに温度をかけねばならず、フィルムの変形などが問題になる。さ
らに押出機の後方に塗工乾燥装置を設置させるなど、設備面積及び設備費用が大きくなる
などの問題がある。
【０００８】
　特許文献３では、離型材料がブリードアウトしやすく、相対する粘着面に移行して粘着
力を変化させる問題が避けられない。
　特許文献４では、粘着面にコロナ放電処理又はプラズマ処理を行い粘着力を向上させる
方法が提案されているが、これは基材層表面に施された離型剤の粘着剤層への移行による
粘着力低下を補填するためであったり、両面テープの場合には両面で異なる接着力を発現
するとともに、やはりセパレータからの離型剤移行による粘着力低下を補填することを意
図するものであり、現に、粘着剤層面に離型剤が接触する粘着テープを前提としている。
【０００９】
　本発明の目的は、上述した従来技術の現状に鑑み、他の粘着物性に悪影響を及ぼすこと
なく簡便な設備および処理で十分な離型性を得ることができる表面保護フィルムの製造方
法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の表面保護フィルムの製造方法は、離型剤による離型処理の施されていない基材
層と粘着剤層とが積層された表面保護フィルムの粘着剤層表面に、コロナ放電処理または
プラズマ放電処理を施した後、前記粘着剤層が前記基材層の背面に直接接するように前記
表面保護フィルムを巻き取ることを特徴とする。
　この表面保護フィルムの製造方法では、基材層と粘着剤層とが共押出されて積層された
ものであることが好ましい。
　また、基材層がポリオレフィンからなるか、あるいは、粘着剤がスチレン系エラストマ
ーからなるものが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の表面保護フィルムの製造方法によれば、基材層に離型剤を配合したり、塗布し
たりする必要がなく、より簡便な粘着剤層表面の処理によって、容易に巻き戻しできる表
面保護フィルムを製造することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明における表面保護フィルムは、少なくとも１層の基材層と粘着剤層とからなる。
　基材層の材料は、特に限定されるものではなく、例えば、ポリオレフィン系、ポリシク
ロオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系、ポリビニルアルコール系、エチレン－
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ポリビニルアルコール共重合体系等の熱可塑性樹脂を用いることができるが、コスト及び
成形性の点からポリオレフィンが好ましく用いられる。
　ポリオレフィンとしては特に制限されないが、例えば、ホモポリプロピレン又はプロピ
レン成分とエチレン成分とからなるブロック系、ランダム系等のプロピレン系ポリマー；
低密度、高密度、リニア低密度ポリエチレン等のエチレン系ポリマー；エチレン－α－オ
レフィン共重合体等のオレフィン系ポリマー、エチレン－酢酸ビニル共重合体、エチレン
－メタクリル酸メチル共重合体等のエチレン成分と他モノマーとのオレフィン系ポリマー
等が挙げられる。これらのポリオレフィンは単独で用いてもよく、２種以上を併用しても
よい。
【００１３】
　上記ポリプロピレン系ポリマーはホモポリマー、ブロックコポリマー、ランダムコポリ
マーいずれを用いてもよいが、ホモポリマーを使用すると離型性が上がるため、好ましい
。
　基材層は、単層又は２層以上の積層構造のいずれでもよい。ただし、２層以上の積層構
造の場合には、表面層、つまり、後述する接着剤層が積層される面と反対側の面（背面）
において、ポリオレフィン、特に、ポリプロピレンを含有していることが好ましい。なお
、基材層が積層構造の場合、背面以外の層はどのような材料で形成されていてもよいが、
背面に位置する基材層との密着性等を考慮して、ポリオレフィンからなるものが好ましい
。特に、背面層に用いたものと同様のポリオレフィンがより好ましい。
　ポリオレフィンの含有量は基材層（又はその表面層）の全重量に対して、通常、１０重
量％以上、好ましくは３０重量％以上が挙げられる。
【００１４】
　本発明においては、基材層は、離型剤による離型処理が施されていない。これは、基材
層を構成する材料中に、従来から用いられている離型剤が配合されたり、基材表面に離型
剤成分を含有する離型層が形成されたりしていないことを意味する。
【００１５】
　上述した基材層には、本発明の課題達成を阻害しない範囲で、必要に応じて、他の添加
剤を用いてもよい。このような添加剤としては、紫外線吸収剤、酸化防止剤、ヒンダード
アミン系光安定剤等の光安定剤、帯電防止剤等の公知のものが挙げられる。さらに、例え
ば、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、シリカ、酸化亜鉛、酸化チタン等の充填剤、顔
料、目ヤニ防止剤、滑剤、アンチブロッキング剤等の公知のものを、添加剤として適宜配
合することができる。
【００１６】
　基材層の厚さは、特に制限されないが、ハンドリング性、コスト、成形性を考慮すると
５～１８０μｍ程度が適当であり、１０～１３０μｍ程度、２０～１００μｍ程度がより
好ましい。
【００１７】
　粘着剤層を構成する材料としては、特に限定されないが、ゴム系樹脂成分を主成分とす
る粘着剤組成物が好ましく用いられる。
　ゴム系樹脂成分としては、スチレン系エラストマー、ウレタン系エラストマー、エステ
ル系エラストマー、オレフィン系エラストマーなどの粘着剤のベースポリマーとして用い
られているものを特に制限なく使用することができる。なかでも、スチレン系エラストマ
ーを用いると、表面保護フィルムを共押出により容易に形成することができ、被着体に対
して良好な仮着性を有する表面保護フィルムを提供することができる。
【００１８】
　スチレン系エラストマーとしては、具体的には、スチレン－ブタジエン－スチレン（Ｓ
ＢＳ）、スチレン－イソプレン－スチレン（ＳＩＳ）、スチレン－エチレン－ブチレン－
スチレン（ＳＥＢＳ）、スチレン－エチレン－プロピレン－スチレン（ＳＥＰＳ）、スチ
レン－イソブチレン－スチレン（ＳＩＢＳ）等のＡ－Ｂ－Ａ型ブロックポリマー；スチレ
ン－ブタジエン（ＳＢ）、スチレン－イソプレン（ＳＩ）、スチレン－エチレン－ブチレ
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ン（ＳＥＢ）、スチレン－エチレン－プロピレン（ＳＥＰ）、スチレン－イソブチレン（
ＳＩＢ）等のＡ－Ｂ型ブロックポリマー；スチレン－ブタジエンラバー（ＳＢＲ）等のス
チレン系ランダム；スチレン－エチレン－ブチレン－オレフィン結晶（ＳＥＢＣ）等のＡ
－Ｂ－Ｃ型のスチレン－オレフィン結晶系ブロックポリマー等が挙げられる。これらのゴ
ム系樹脂成分は、単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００１９】
　ゴム系樹脂成分がオレフィン又は共役ジエンに由来する不飽和二重結合を有する場合に
は、この不飽和二重結合は、耐熱性、耐候性を高める観点から、少ないほうが好ましく、
必要に応じて水素添加されていることが好ましい。例えば、スチレン系エラストマーにお
いて、オレフィン系重合体ブロック（Ｂ）である共役ジエン重合体ブロック中、またはス
チレンと、オレフィンである共役ジエンとのランダム共重合体ブロック（Ｂ’）中の共役
ジエン部分の二重結合の少なくとも８０％が、水素添加により飽和されていることが好ま
しく、９０％以上、さらに９５～１００％が飽和されていることが好ましい。
【００２０】
　スチレン系エラストマーのＧＰＣ（ゲルパーミエーションクロマトグラフィー）により
測定されたポリスチレン換算の重量平均分子量は、３００００～４０００００の範囲が好
ましく、より好ましくは５００００～２０００００の範囲である。粘着剤層の凝集力を確
保するとともに、表面保護フィルムを剥離する際の被着体への糊残りを防止するためであ
る。また、適当な粘着力を確保し、粘着剤組成物の調製又は表面保護フィルムの製造時に
、溶液粘度又は溶融粘度の増大を防止するためである。
【００２１】
　粘着剤層を構成する材料として粘着付与剤を用いることにより、粘着剤層の粘着力を効
果的に高めることができる。この場合には、表面保護フィルムを被着体から剥離する際の
糊残りが生じない使用量で使用することが好ましい。例えば、粘着付与剤の配合割合は、
ゴム系樹脂成分１００重量部に対し、４０重量部以下が好ましく、より好ましくは３０重
量部以下、さらに好ましくは１０重量部以下である。
【００２２】
　粘着付与剤としては、例えば、脂肪族系共重合体、芳香族系共重合体、脂肪族・芳香族
系共重合体系や脂環式系共重合体等の石油系樹脂、クマロン－インデン系樹脂、テルぺン
系樹脂、テルぺンフェノール系樹脂、プロセスオイル、ひまし油、トール油、天然油、液
体ポリイソブチレン樹脂、ポリブテン、重合ロジン等のロジン系樹脂、（アルキル）フェ
ノール系樹脂、キシレン系樹脂またはこれらの水添物などの、一般的に粘着剤に使用され
るものを特に制限なく使用することができる。これら粘着付与剤は、単独で用いてもよく
、２種以上を併用してもよい。なお、剥離性及び耐候性などを高めるために、水添系の粘
着付与剤を用いることがより好ましい。また、オレフィン樹脂とのブレンド物として市販
されている粘着付与剤を用いてもよい。
【００２３】
　粘着剤層には、粘着力の制御等を目的に、必要に応じて、例えば、紫外線吸収剤、酸化
防止剤、接着昂進防止剤等の公知の添加剤を適宜に配合することができる。
　接着昂進防止剤としては、脂肪酸アミド、ポリエチレンイミンの長鎖アルキルグラフト
物、大豆油変性アルキド樹脂（例えば、荒川化学社製、商品名「アラキード２５１」等）
、トール油変性アルキド樹脂（例えば、荒川化学社製、商品名「アラキード６３００」等
）などが挙げられる。
【００２４】
　その他の添加剤は、上述した基材層に配合されるものと同様のものを用いることができ
る。
　粘着剤層の厚みは特に制限されないが、０．５～５０μｍ程度であり、好ましくは１～
３０μｍであり、さらに好ましくは２～３０μｍである。
　表面保護フィルムの総膜厚は、１０～２００μｍ程度が適当であり、２０～１５０μｍ
、さらに３０～１００μｍがより好ましい。
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【００２５】
　本発明の表面保護フィルムは、押出等によって基材層を形成した後、粘着剤を溶解した
液を用いて、塗布等を行うことによって、基材層に粘着剤層を積層してもよいが、通常、
基材層及び粘着剤層を、インフレーション法、Ｔダイ法等の公知の方法で共押出すること
により積層一体化して製造することが好ましい。
　いずれの製造方法においても、本発明の表面保護フィルムは、例えば、長尺状のフィル
ムをロール状に巻回した巻回体として工業的に製造することができる。表面保護フィルム
が巻回体とされる場合には、基材層の粘着剤層が形成されている側と反対側に粘着剤層が
密着することになる。本発明では、このような場合において、粘着剤層表面に以下のよう
な操作を施すことによって、巻回体を無理なく巻戻すことができる。
【００２６】
　本発明では、粘着剤層の表面に、コロナ放電処理又はプラズマ放電処理を施す。
　本発明におけるコロナ放電処理は、容易に巻き戻しができ、フィルム自体への損傷を防
止する観点から、エネルギー密度を、通常０．０１Ｗ・sec／ｃｍ2～２０Ｗ・sec／ｃｍ2

程度、好ましくは０．０５Ｗ・sec／ｃｍ2～１５Ｗ・sec／ｃｍ2程度、特に好ましくは０
．１Ｗ・sec／ｃｍ2～１０Ｗ・sec／ｃｍ2程度とすることが適している。
【００２７】
　プラズマ放電処理は、例えば、特開２００７－１５５７５３号公報に記載された方法又
はそれに準じた方法によって行うことができる。
　具体的には、酸素、窒素、不活性ガス等又はこれらの混合物のプラズマを用いて、常圧
、加圧、減圧で処理する方法が挙げられる。
　例えば、酸素濃度が１５体積％以下の不活性ガスを用い、プラズマ処理装置における電
極間に導いたガスに電圧を印加して励起させてプラズマ化ガスとし、このプラズマ化ガス
により被処理物の表面を処理する。
　このプラズマ処理装置は、電極として、例えば、銅、アルミニウム等の金属単体、ステ
ンレス、真鍮等の合金、金属化合物等からなり、平行平板型、円筒対向平板型、球対向平
板型、双曲面、対向平板型、同軸円筒型等の電極構造のものを用いることができる。また
、印加する電圧はパルス電圧が好ましく、インパルス型、方形波型、変調型のいずれの波
形、正又は負のいずれかの極性であってもよい。
【００２８】
　パルス電圧は、プラズマが発生するのに必要な最小電圧以上、１００ｋＶ以下が挙げら
れる。
　パルス電圧の周波数としては特に限定されないが、０．５ｋＨｚ以上、１００ｋＨｚ以
下が挙げられる。
　パルス継続時間は、例えば、１０００μｓ以下、１μｓ以上が挙げられる。
　上記常圧プラズマ処理の圧力としては、例えば、１００Ｔｏｒｒ（約１．３３×１０4

Ｐａ）以上、８００Ｔｏｒｒ（約１０．６×１０4Ｐａ）以下が挙げられる。
【００２９】
　本発明では、粘着剤層の表面にコロナ放電処理又はプラズマ放電処理を施すことに加え
、基材背面に摩擦処理を施してもよい。これらを併用することにより、一層巻き戻しが容
易となる。
【００３０】
　以下、本発明の表面保護フィルムの製造方法の実施例を詳細に説明する。ただし、本発
明は以下の実施例に限定されるものではない。
【００３１】
　（実施例１）
　この実施例では、基材層（厚さ３４μｍ）／粘着剤層（厚さ６μｍ）の２層からなる表
面保護フィルム（幅７００ｍｍ）を、Ｔダイ法により共押出して製造した。
　表面保護フィルムにおける基材層を形成する材料として、ブロックＰＰを１００重量部
用いた。
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　粘着剤層を構成する材料として、スチレン－ブタジエン系共重合体の水素添加物からな
るスチレン系エラストマー（ＳＥＢＳ、クレイトンポリマー社製、品番：Ｇ１６５７）１
００重量部に、粘着付与剤としてのアルコンＰ－１２５（荒川化学工業社製）５重量部を
配合した粘着剤組成物を、２軸押出機で混練し、ペレタイズしたものを用いた。
　押出後、紙芯への巻き取り前に、粘着剤層面にコロナ放電処理を０．５Ｗ・sec／ｃｍ2

の条件で施し、１０ｍ／分の速度で巻き取った。
【００３２】
　（実施例２）
　共押出後の表面保護フィルムの粘着剤層面に、コロナ放電処理を１．７Ｗ・sec／ｃｍ2

の条件で施し、実施例１同様に巻き取った。
【００３３】
　（実施例３）
　実施例１で用いた粘着剤組成物に代えて、スチレン系エラストマー（ＳＩＢＳ、カネカ
社製、品番１０２Ｔ）１００重量部に、粘着付与剤としてＰＡ９５（神戸油化学社製）２
０重量部を配合した粘着剤組成物を二軸押出機で混練し、ペレタイズしたものを用いた以
外は実施例１と同様にして表面保護フィルムを得た。
【００３４】
　（実施例４）
　押出後インラインでコロナ放電処理する前に基材層背面に摩擦処理を施したこと以外は
実施例２と同様に巻き取った。摩擦処理は、ポリエステル布を取り付けた回転ロールを４
００ｒｐｍでフィルム搬送方向に対して逆回転させて行った。
【００３５】
　（比較例１）
　コロナ放電処理を施さなかったこと以外は実施例１と同様に製造し、巻き取りを行った
。
【００３６】
　（比較例２）
　コロナ放電処理を施さず、基材層の背面をガーゼを巻きつけた逆方向回転ロールを用い
て６００ｒｐｍで摩擦処理した以外は実施例１と同様に製造し、巻き取りを行った。
　（比較例３）
　コロナ放電処理を施さなかったこと以外は実施例３と同様に製造し、巻き取りを行った
。
【００３７】
　（評価）
　（１）自背面剥離力
　平滑なアクリル板の全面に、上記実施例及び比較例で得られた各表面保護フィルムを粘
着剤層側から貼り付けた。また、幅２５ｍｍ×長さ１５０ｍｍの大きさに切り出した各表
面保護フィルムを別途用意した。
　アクリル板に貼り付けた各表面保護フィルムの背面に、切り出した同種の各表面保護フ
ィルムを粘着剤層側から、２ｋｇのゴムローラーを用いて、２ｍ／分の速度で貼り付けた
。これを２３±２℃の室内に３０分間放置した。しかる後、ＪＩＳ　Ｚ　０２３７に準拠
し、表面保護フィルム間での剥離を行い、２５ｍｍ幅における１８０度剥離強度を速度３
０ｍ／分で測定し、自背面剥離力とした。
【００３８】
　（２）巻き戻し時変形
　巻き取った幅７００ｍｍのロール状表面保護フィルムを手で巻き戻し、巻き戻しの際の
表面保護フィルムの変形を観察した。その結果を以下の表１及び２に示す。
【００３９】
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【表１】

【００４０】
【表２】

【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明の表面保護フィルムの製造方法は、光学デバイス、金属板、塗装鋼板、樹脂板、
ガラス板等の様々な物品や部材に限られず、運搬、加工又は養生する際の汚れ及び傷つき
の防止を必要とするすべての被着体に利用することができる表面保護フィルムの製造に用
いることができる。
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